
学校運営協議会制度について
（地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要）

１．ねらい

２．概要

○教育委員会が、学校を指定して、学校運営協議会を設置。その委員

は地域住民や保護者等から、教育委員会が任命。

○学校運営協議会は、校長が作成する学校運営の基本的な方針につい

て承認を行う。

○学校運営協議会は、教職員の任用に関して任命権者である教育委員

会に意見を述べ、教育委員会はその意見を尊重して教職員を任用。

○学校運営協議会を通じて、学校運営に地域住民や保護者が参画
するこ

とにより、地域の実情に応じた特色ある学校づくりを実現。

◇ 地域の力を学校運営に導入することを通じて学校運営の活性
化を図る。

◇ 地域住民や保護者の参画により校長の学校経営を支援。

◇ 外部講師やボランティアの依頼等、地域の協力を得やすい環
境を構築。

◇ 家庭に対する要望等を通じて、学校と家庭の適切な役割分担
を実現。
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の 

一部を改正する法律の概要（骨子） 

 
公立学校の管理運営の改善を図るため、教育委員会が、その指定す

る学校の運営に関して協議する機関として、地域の住民、保護者等

が学校運営に参画する学校運営協議会を設置できるようにするため

所要の事項を改正。 
 
（１）教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その

指定する学校（以下「指定学校」という。）の運営に関して協議

する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置く

ことができるものとすること。 
（２）学校運営協議会の委員については、教育委員会が任命するも

のとすること。 
（３）指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程

の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方

針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なけれ

ばならないものとすること。 
（４）学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項につい

て、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる

こととすること。 
（５）学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用

に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述

べることができることとすること。 
（６）当該学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、

学校運営協議会の意見を尊重するものとすること。 
（７）教育委員会は、指定学校の運営に現に著しい支障が生じてい

ると認められる場合等は、指定を取り消さなければならないこ

と。 
（８）その他所要の事項についての規定を置くこと。 
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◎
新
旧
対
照
表
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

教
育
機
関

第
四
章

教
育
機
関

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
七
条
の
四
）

第
二
節

市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
七
条
の
四
）

第
三
節

学
校
運
営
協
議
会
（
第
四
十
七
条
の
五
）

（
新
設
）

第
五
章
・
第
六
章

（
略
）

第
五
章
・
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

（
任
命
）

（
任
命
）

第
四
条

第
四
条

１
～
３
（
略
）

１
～
３
（
略
）

４

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
つ
て
は

４

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
つ
て
は

、
委
員
の
年
齢
、
性
別
、
職
業
等
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る

、
委
員
の
年
齢
、
性
別
、
職
業
等
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
委
員
の
う
ち
に
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
を
い

と
と
も
に
、
委
員
の
う
ち
に
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
及
び
未
成
年
後
見
人
を
い
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う
。
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
が
含
ま
れ
る
よ
う

う
。
）
で
あ
る
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

学
校
運
営
協
議
会

（
新
設
）

第
四
十
七
条
の
五

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

（
新
設
）

、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の
う
ち
そ
の
指
定
す
る
学
校
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
指
定
学
校
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
関
し
て
協
議
す
る
機
関
と
し
て
、
当
該

指
定
学
校
ご
と
に
、
学
校
運
営
協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
校
運
営
協
議
会
の
委
員
は
、
当
該
指
定
学
校
の
所
在
す
る
地
域
の
住
民
、
当

該
指
定
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
、
児
童
又
は
幼
児
の
保
護
者
そ
の
他
教
育
委
員
会

が
必
要
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

３

指
定
学
校
の
校
長
は
、
当
該
指
定
学
校
の
運
営
に
関
し
て
、
教
育
課
程
の
編
成

そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
基
本
的
な
方
針
を
作
成
し
、

当
該
指
定
学
校
の
学
校
運
営
協
議
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
運
営
協
議
会
は
、
当
該
指
定
学
校
の
運
営
に
関
す
る
事
項
（
次
項
に
規
定

す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
又
は
校
長
に
対
し
て
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

学
校
運
営
協
議
会
は
、
当
該
指
定
学
校
の
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
任
用
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
の
任
命
権
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
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き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
県
費
負
担
教
職
員
（
第
五
十
五
条
第

一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
委

員
会
が
そ
の
任
用
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
委
員
会
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

６

指
定
学
校
の
職
員
の
任
命
権
者
は
、
当
該
職
員
の
任
用
に
当
た
つ
て
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

７

教
育
委
員
会
は
、
学
校
運
営
協
議
会
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
こ
と
に
よ

り
、
当
該
指
定
学
校
の
運
営
に
現
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

８

指
定
学
校
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
の
手
続
、
指
定
の
期
間
、
学
校
運
営
協

議
会
の
委
員
の
任
免
の
手
続
及
び
任
期
、
学
校
運
営
協
議
会
の
議
事
の
手
続
そ
の

他
学
校
運
営
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
規

則
で
定
め
る
。

９

市
町
村
委
員
会
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
（
そ
の
職
員
の
う
ち
に
県
費
負

担
教
職
員
で
あ
る
者
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
第
一
項
の
指
定
を
行
お

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
委
員
会
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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